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【ワークセンターはまなすの皆さん】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

全国の事業所から 

（特非）帯広市手をつなぐ育成会 

ワークセンターはまなす 

≪北海道 帯広市≫ 
 

 

 

 

 

◆「魅力ある事業所づくり研修会～運営力を高める・支援力を高める～」 

（１２月３日）を開催しました（北海道ブロック） 

 

Ｎｏ.１４７ 

２０２３・１ 

今号では 
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Ｎｏ.１４７ ２０２３年１月発行 

３ 

 

しっかりと耳を前に向け、未来に向かって！ 

全国手をつなぐ事業所協議会 

   理事長  松﨑 伸一 

４ 

 

「魅力ある事業所づくり研修会～運営力を高める・ 

支援力を高める～」（１２月３日）を開催しました 

（北海道ブロック） 

６ 

 

動画研修「インボイス制度」を配信しています 

（東北ブロック・近畿ブロック） 

８ 

 

全国の事業所から 

ワークセンターはまなす（北海道 帯広市） 

１２ 
 
編集後記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
虐待防止と身体拘束等の適正化の取り組みについて 

 令和３年度の制度改正で、虐待防止の推進と身体拘束等の適正化推進から、

次の取組が令和４年度から義務化されています。気を付けてください。 

・従業者への定期的な虐待防止研修の実施 

・虐待防止委員会の定期的な開催と委員会での検討結果の従業者への周知徹底 

・虐待の防止等のための責任者の設置 

・従業者への定期的な身体拘束等の適正化についての研修の実施 

・身体拘束等の適正化のための対策を検討するための委員会の定期的な開催と

委員会での検討結果の従業者への周知徹底 

・身体拘束等の適正化のための指針の整備 

※虐待防止の取組で身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、身体拘束

等の適正化に取り組んでいるものとみなされます。 
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謹んで新年のお祝いを申しあげます 

皆様におかれましては、益々のご活躍をご祈念いたしま

す。 

今年は令和も５年目を迎えました。初めは慣れなかった

令和という年号でしたが、今では日常に溶け込んでいます。

その分、平成は遠退きつつあります。昭和に至っては既に歴

史になったようです。昭和に青春を駆け抜けた身としては、

少々寂しく思うこの頃です。 

さて今年は十干十二支で「癸卯」（みずのとうさぎ）年とのこと。この年は前年までの

様々なことに区切りがつき、次へと向かう年と言われているようです。そこに成長や発展

といった明るい未来が広がっていくと解釈できるようですから期待したいと思います。 

振り返るとこの３年間は想像もできなかったコロナ禍に世界中が覆われました。今は

徐々にウィズコロナが進み、大混乱は収まってきていますが、まだまだ簡単には終息しそ

うもないコロナ禍です。障害者施設にとっては常にウイルス感染を念頭に置いた、窮屈な

毎日となりましたが、もうコロナ禍前のようには戻らないことを受け入れざるを得ません。

「誰もが地域で当たり前のように暮らす」、私たちはそんな社会を求めて日々奮闘してい

るわけですが、ウィズコロナの社会の一員として、新しい障害者施設のあり方、新しい生

活様式の事業運営に挑戦していくことが必要です。皆さんとともに、次の時代のために、

もう一歩前へ進みたいと思います。 

さて全国手をつなぐ事業所協議会は、一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会の正会

員となりました。一昨年の組織と名称の変更に続き、一連の組織改革に区切りがつきまし

た。今後は正会員として各都道府県・政令市育成会とともに全国手をつなぐ育成会連合会

を支えていくことになります。組織としての自主性を確保しながら、正会員として、地域

で暮らす障害児・者の生活の向上と安心して共に生きる地域づくりを目指していきます。 

一方、国では障害者総合支援法改正法施行後３年の見直しについて議論が進んでいます。

居住支援や就労支援をはじめとして、今後のわたし達の事業に大きく影響すると思われる

改正案が明らかとなってきました。これに対応して、これからの事業所協議会は政策提言

に力を入れていきたいと思います。会員事業所の皆さんのご協力が不可欠となります。ご

協力お願いする次第です。 

さあ今年はうさぎ年です。しっかりと耳を前に向け、未来に向かっていきたいと思いま

す。 

皆さんのご支援ご協力をお願いいたします。 

しっかりと耳を前に向け、未来に向かって！ 

全国手をつなぐ事業所協議会 

           理事長 松﨑 伸一 
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１２月３日（土）、北海道ブロックで研修

会を開催しました。 

北海道ブロックでは年間２回の研修会を

実施しており、今回はその２回目となる研修

会で「魅力ある事業所づくり研修会」と題し、

「運営力を高める」「支援力を高める」の２

部構成で講師をお招きして開催しました。北

海道はこの時期、新型コロナ感染の第８波の

真只中ということもあり、現地参集とオンラ

イン参加のハイブリッド形式で全道から約

１００名の会員事業所職員が参加しました。 

第１部では「運営力を高める」というテーマのもと、ＮＰＯ法人伊達市手をつなぐ育成

会会長の小林 繁市 氏より同法人で運営する事業所（就労Ｂ、生活介護、相談支援事業）

について、限られた時間の中、決算書から、工賃規程、虐待防止の取り組み、人事評価制

度や職員給与規程に至るまで駆け足ながらも多岐にわたって説明がありました。小林氏か

らは魅力ある事業所であるために大切なことの一つに、持続可能な職員集団を作っていく

ことがまず挙げられていました。そのための職員待遇改善は必須であり、規程の整備やそ

の財源となる加算はとるように努力しなければならないということを話されていました。

北海道内の会員事業所では、ごく一部しか取得していない”特定処遇改善加算”について

は同法人の規程を資料に掲載してくれて、他事業所も取得するよう促されていました。 

また、現場からの積み上げ方式による民主的

な運営体制を作っていく事も大切だとあり、

会議や職員同士のコミュニケーションの仕組

みづくりについて紹介していただきました。

さらには働きやすい環境づくりを目指し、安

心で快適な拠点事業所の整備は重要な要素で

あることも話されています。同法人では３年

前に、２億５千万円をかけて事業所を新築し

たそうですが、働きやすい環境は当然利用者

さんにとっても過ごしやすい場所となり事業

所の魅力につながることが話されていました。 

第２部では「支援力を高める」と題し、自閉症の理解と支援について（社福）栗山ゆり

の会 ハローＥＮＪＯＹ札幌Ⅱの施設長である寺尾 孝士 氏よりお話を伺いました。寺尾

氏は発達障害と療育の第一人者と呼ばれた佐々木 正美 氏に師事し、自閉症の方々を支援

して５０年というキャリアをお持ちで、強度行動障害を伴った方々の支援にも多くの実践

 

「魅力ある事業所づくり研修会 ～ 運営力を高める・ 

支援力を高める ～」（１２月３日）を開催しました 

（北海道ブロック） 

 

 
【当日の現地会場の様子】 

 
【第１部講師の小林氏】 
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経験のある方です。 

寺尾氏からはまず、自閉症の特徴として①人とのかかわり・社会性の特徴、②コミュニ

ケーションの特徴、③イマジネーションの特徴 があることを挙げられ、それぞれに具体

的なたくさんの例を挙げていただきながら説明していただきました。会場内ではエピソー

ドを聴きながらうなずく方も多く、私自身も事例が紹介されるたびに、自事業所の利用者

さんの顔が浮かびどんどん引き込まれていく内容でした。それら特徴を踏まえて、彼らに

は適切な方法で学習の機会を提供し、生活環境を構造化することが大切であることが話さ

れています。寺尾氏からは、こういう話をすると「施設内をどんなに構造化しても、一歩 

外に出れば全く意味をなさない」と支援者か

らは否定的な声を聞くこともあるそうですが、

それには断固反論されていました。同氏によ

れば現代社会において、地域社会は構造化の

オンパレードだと表現され「危険サインや交

通標識、案内板、自販機の“温かい”“冷たい”

など文字や言葉がわからなくても理解できる

ようなもので溢れている」と話されていまし

た。構造化から取り残されているのはむしろ

施設や学校ではないかとも話されています。 

同氏は自閉症の方にとって、画像化できない情報は伝わっていないと考えた方が良いと

話され、「ちょっと」や「やさしさ」「思いやり」などの抽象的な概念を理解してもらうの

には工夫が必要だとも話されています。さらにその理解を促す方法も個々の特性を把握し

たうえでの丁寧なアプローチが必要であることも説明されていました。 

同氏の経験の中では、強度行動障害の方が自傷行為により頭に骨が見えるほどの深い傷

を負い、さらに連れてきた親御さんは指を嚙みちぎられ、親子ともども血だらけになって

相談に来られたという壮絶な体験談も話されていましたが「行動障害は支援者が作ってい

るという自覚を持たなければならない。ほんとに腹が立つ…」と怒りを込めて悲しい表情

で話されていました。 

２０年前と比べると自閉症の研究は大変進んでいて、支援者がそれを学ぶチャンスはあ

ふれているとし、最後には「無知は彼らの人生にとって罪なことですから、支援者は学び、

彼らの人生を豊かにしてあげてほしい」と厳しくも愛のあるエールとともに締めくくられ

ました。 

今回の研修ではベテランはもとより、キャ

リアの浅い職員でもかなり興味深く聞き入る

ことができ、今後の支援の幅を広げることが

できたという感想を多数もらっています。魅

力ある事業づくりは一人のスーパーマンがい

ればできるものではありません、支援はチー

ムで、安定かつ継続してできなければなりま

せん。そのためにも、今回のような研修は大

変有意義なものであったと感じております。 

（北海道ブロック 門内 勇治） 

 

 
【第２部講師の寺尾氏】 

 
【北海道事業所協議会の竹田会長】 
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１１月２５日に東北ブロックと近畿ブロックの共催により、事業所向け研修会として

「インボイス制度」についての動画を配信しています。 

今回の研修では、講師として（社福）東京都手をつなぐ育成会 監事、ならびに全国手

をつなぐ事業所協議会 監事であり、税理士法人ＳＶＣに所属の税理士 菅原 由美香 氏に

ご依頼しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インボイス制度は消費税の納付にかかるルールの一つで、２０２３年（令和５年）１０

月 1日の予定で、国の方では制度導入に向けて準備が進められています。 

最初に基本的な消費税の仕組みと、計算方法について取り上げています。 

消費税の制度は、製造⇒卸売⇒販売と段階を経るにつれて、それぞれの段階で価格に応

じた消費税が賦課されています。消費税を納付している事業所では、商品売上時に「預か

った」消費税額から、経費で支払っている消費税額を控除した後の、消費税額の「差額」

を税務署に納付するというものです。この納付額を算定するにあたっては、「原則課税方

式」と「簡易課税方式」の２種類があり、法人の規模（課税売上高）によっては、届け出

をすることにより「簡易課税方式」を選択できます。「原則課税方式」では、それぞれの

領収書や請求書の消費税額を積算していくので、事務的な業務量が多くなります。一方、

「簡易課税方式」は売上額にかかる消費税額にみなし仕入れ率という係数を乗じて算出す

ることから、事務的な業務量は少なくなります。なお、みなし仕入れ率は業務形態により

４０％～９０％に設定されています。 

次は、インボイス制度の導入による変更点について取り上げています。 

 

動画研修「インボイス制度」を配信しています 

（東北ブロック・近畿ブロック） 
 

 
【研修動画より】 
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「インボイス」とは「適正請求書等」（請求書、領収書、納品書、レシートのこと）に

なり、消費税を納付している事業者で税務署に申請をすることにより、適正請求書等を発

行することができます。逆説的な表現をすると、税務署に申請をしない場合には適正請求

書等は発行できないということになります。この申請は任意であり強制力はありません。

制度導入後に大きく変化する点は、先ほど納付額の計算時に出てきた「経費で支払ってい

る消費税額を控除」について、インボイスに基づく請求書等でないと、仕入れ控除をする

ことが出来ないということです。言い換えると、インボイスを発行できない事業所の請求

書や領収書では、消費税額の計算に利用をすることが出来ないのです。 

次にこれらの事を押さえたうえで、事業への影響と、事業所で準備すべきことについて

取り上げています。 

各事業所では法人規模が異なることから、免税事業者（基準期間の課税売上高が１,０

００万円以下）、原則課税方式による課税事業者、簡易課税方式による課税事業者に分か

れるかと思います。特に免税事業者となっている場合には注意が必要です。先ほどからの

とおり、取引相手の企業では、免税事業者との取引で「経費で支払っている消費税額を控

除」できないことから、取引の見直しを相談される可能性も想定しておかなければならな

いという事でした。 

最後に、２０２３年（令和５年）３月まで、２０２４年（令和６年）１０月までに準備

をしておくこととして、次のポイントが示されました。 

免税事業者では、（１）売上先との取引継続のために、課税事業者になるかどうかを検

討する。（２）売上先から適格事業者に関する問合せがあった場合は回答する。（３）売上

先へ発行する請求書等の見直しを行う。（４）事業計画によっては課税事業者の場合が有

利になることもあるので検討する。（５）免税＝基準期間の課税売上高が１,０００万円以

下ということが知られてしまう心づもりをする。 

課税事業者では、（１）『適格請求書発行事業者の登録申請』を行う（２０２３年３月３

１日まで）。（２）取引先への番号通知を行う。（３）請求書・領収書（レシート）への番

号印刷の準備をする。（４）得意先から適格事業者に関する問合せがあった場合は回答す

る。（５）仕入先が適格事業者に該当するかどうかを問合せし、取引継続を検討する（原

則）。（６）簡易課税制度の適用を受けるかどうかを検討する。（７）途中で免税事業者に

なる可能性があるかを検討する。（８）納税額のシミュレーションを行う。 

年が明けて、事業所が免税事業者となっている場合には、このまま免税事業者で継続を

するか、新たに課税事業者になるか、の選択が必要になりますので、３月までに充分な検

討をお願いいたします。 

今回の動画収録は１１月２５日に実施しており、１２月２３日の令和５年度税制改正の

大綱が発表される前でした。その後の報道では負担軽減策として、１万円未満の取引であ

ればインボイスなしでも控除することを認めることや、免税事業者が課税事業者に転換す

る場合は納税額を軽減すること等も言われており、今後も制度が導入される１０月までに

変更が加えられる可能性がありますので、準備も進めながら注意をしてください。 

※ 研修動画（６２分）ＵＲＬ（配信期限：令和５年２月２８日まで）       

https://youtu.be/9wYGkKqpB1s  

講義資料は動画の概要欄にＵＲＬを記載しています。  

https://youtu.be/9wYGkKqpB1s
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ワークセンターはまなす 

〔特定非営利活動法人 帯広市手をつなぐ育成会〕 

（北海道 帯広市） 

「ワークセンターはまなす」は、２０１

９年（令和元年）のＮＨＫ連続テレビ小

説「なつぞら」や２０２２年（令和４年）

の「舞あがれ」の舞台になった、北海道帯

広市にある就労継続Ｂ型事業所です。 

澄み切った青空の元に広がる田園風景

が北海道らしいと思っています。 

はまなすが設立されたのは１９８０年（昭和５５年）で、２００９年（平成

２１年）３月には、それまでの無認可作業所から障害者自立支援法の施行に

伴い２７名定員の就労継続Ｂ型へ移行いたしました。早いもので４３年目に

なります。 

当時は就労が困難な障害のある子供たちに働く場を確保したいという熱い

思いを持った、帯広市手をつなぐ育成会（当時は親の会）の保護者たちが手弁

当で作り上げた作業所でした。「大変だったけれど何とかしなければと思いで

やってきたの」と先輩のお母さんたちはおっしゃっていました。利用者さん

１１名、指導員１名、補助員２名のスタートだったと聞いております。 

今でもこの精神が生きていて、仕事が多く入ってきたときには、保護者が

お手伝いに来てくれます。 

地道な努力が認められ、利用者さんが１９名に増えた１９９７年（平成９

年）、借用していた建物が老朽化してきたこともあり、市が改築を決断してく

れ、現事業所になりました。 

 

 

 

 

 

 

さらに利用者さんが増えてきたため、少し離れた農村地帯の中にある季節

保育所（農繁期等の繁忙期のみ設置される臨時の保育所）を、こちらも市が改

築し、「とつた共同作業所」（現：地域活動支援センター）として１５名定員で

２００２年（平成１４年）に開設いたしました。 

 

 

 
【事業所外観】 

 
【木工作業】 

 
【下請け作業】 
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仕事内容は、自主製品の木工、縫製、企業から受注される下請け（菓子箱折

り、スリッパ磨き、自動車部品の箱磨き等）、そして帯広市の総合福祉センタ

ー「グリーンプラザ」の清掃を社会福祉協議会より受託しています。 

 

 

 

 

 

 

 

障害があっても一人の人間として当たり前の人生を歩んでほしいと願い、

仕事だけではなく生活訓練や社会参加事業を行い自立の道へと導くことを目

的にして現在２５名の利用者さんと９名の支援員が毎日元気に仕事をしてい

ます。 

３年続いているコロナ禍の中、不便や課題もありますが、様々な困難を乗

り越えてきた先輩の思いを絶やさぬようこれからも頑張っていこうと思って

います。 

（特定非営利活動法人 帯広市手をつなぐ育成会 

ワークセンターはまなす 所長 畑中三岐子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
【清掃作業】 

 
【縫製作業】 
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例年、この時期になると北国の雪情報

をテレビで見ますが、暖かいイメージの

沖縄の１月平均気温は約１７度で、最低

が１２度、最高は２５度弱です。 

県民のダウンジャケット保持者が多い理由をよく聞かれますが、１ｍの風

速で体感気温が１度下がると言われ、冬の沖縄は強い北風により１０度を切

る体感が多いのです。それでも何故と問われれば、寒がりが多いだけかな？ 

９月に障害者国連権利委員会より総括所見が公表され、「脱施設化」やイ

ンクルーシブ教育を求める旨の「分離教育」への勧告がありました。共生社

会への趣旨は十分に理解できますが、日本の障害施策の現状を顧みれば、そ

の対応には課題が山積です。言葉遊びのようですが、「分離」を偏見などによ

る不利益な形式ではなく、違いにより分ける「区別」と言う捉え方でも良い

かとも思いますが、「人の平等権」を主張された場合は、システム（体制や仕

組み）との捉え方では如何でしょうか。さもなくば、障害施設・事業所の存

在意義まで問われかねない気がします。 

今年が皆様にとって良い年でありますように、心から祈念いたします。 

（九州・沖縄ブロック 田中 寛） 
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